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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性材料から形成されるベース端末と、
　第１および第２の導電性素子と、
　前記第１および第２の導電性素子の間に介在する、弾性の非導電性素子と、
　軸力を、前記第１の導電性素子、前記弾性の非導電性素子、前記第２の導電性素子、お
よび前記ベース端末を通して加えるための圧縮素子であって、前記圧縮素子によって加え
られる圧縮力によって前記弾性の非導電性素子が圧縮されることにより前記第１および第
２の導電性素子が互いに電気的に通信するようにする、圧縮素子と
を備える安全接触構成。
【請求項２】
　前記弾性の非導電性素子を圧縮するために適正な軸力が前記圧縮素子によって加えられ
ることにより前記第１および第２の導電性素子が互いに電気的に通信するようにしたかど
うかを判定するための、電気接触監視構成がさらに設けられる、請求項１に記載の安全接
触構成。
【請求項３】
　前記電気接触監視構成は、前記第１および第２の導電性素子が前記ベース端末との電気
的な通信に入るように促すために、前記圧縮素子によって適正な軸力が加えられたかどう
かを判定するようにさらに機能する、請求項２に記載の安全接触構成。
【請求項４】



(2) JP 5911885 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

　前記第１および第２の導電性素子のうちの少なくとも１つには、前記第１および第２の
導電性素子のうちの他方と電気的に通信するための弾性接触素子が備えられる、請求項１
に記載の安全接触構成。
【請求項５】
　電子資産を保持するキャビネットであって、前記キャビネットは、
　それぞれが前記電子資産のうちの１つを収容するための複数の空間を有するキャビネッ
ト本体と、
　安全接地接触構成であって、
　　導電性材料から形成されるベース端末と、
　　第１および第２の導電性素子と、
　　前記第１および第２の導電性素子の間に介在する、弾性の非導電性素子と、
　　軸力を、前記第１の導電性素子、前記弾性の非導電性素子、前記第２の導電性素子、
および前記ベース端末を通して加えるための圧縮素子であって、前記圧縮素子によって加
えられる圧縮力によって前記弾性の非導電性素子が圧縮されることにより前記第１および
第２の導電性素子が互いに電気的に通信するようにする、圧縮素子と、を含む安全接地接
触構成と、を具備する、キャビネット。
【請求項６】
　前記安全接地接触構成は、前記弾性の非導電性素子を圧縮するために適正な軸力が前記
圧縮素子によって加えられることにより前記第１および第２の導電性素子が互いに電気的
に通信するようにしたかどうかを判定するための、電気接触監視構成をさらに備える、請
求項５に記載のキャビネット。
【請求項７】
　前記電気接触監視構成は、追加的に、前記第１および第２の導電性素子が前記ベース端
末との電気的な通信に入るように促すために、前記圧縮素子によって適正な軸力が加えら
れたかどうかを判定するように機能する、請求項６に記載のキャビネット。
【請求項８】
　前記第１および第２の導電性素子のうちの少なくとも１つには、前記第１および第２の
導電性素子のうちの他方と電気的に通信するための、弾性接触素子が備えられる、請求項
５に記載のキャビネット。
【請求項９】
　さらに接地センサポートを備え、前記安全接地接触構成は前記接地センサポートに接続
される、請求項５に記載のキャビネット。
【請求項１０】
　前記キャビネットが適正に接地された際、前記安全接触構成は前記接地センサポートへ
と適正な接地を表す信号を伝達する、請求項９に記載のキャビネット。
【請求項１１】
　前記安全接地接触構成は、前記弾性の非導電性素子を圧縮するために適正な軸力が前記
圧縮素子によって加えられることにより前記第１および第２の導電性素子が互いに電気的
に通信するようにしたかどうかを判定するための電気接触監視構成をさらに備え、かつ、
適正な軸力が加えられたとき、前記接触監視構成は前記接地センサポートへと代表信号を
伝達する、請求項９に記載のキャビネット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2010年11月30日に出願された、「Physical Infrastructure Management Sys
tem Having An Integrated Cabinet」という題名の、米国仮特許出願第61/418,189号の優
先権を主張し、その主題は、参照によりその全体に組み込まれる。
【０００２】
　本出願は、2008年12月11日に出願された、「Physical Infrastructure Management Sys
tem」という題名の、米国特許出願番号第12/332,900号を、参照によりその全体を組み込
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む。
【背景技術】
【０００３】
　データセンター内のサーバは、しばしば、価値の高い情報を処理し、多くの組織の収益
は、そのデータの、継続的で中断されることのない処理に依存する。パワー計測、ＩＰＬ
Ｍ（インテリジェント物理層管理）、環境制御、資産追跡、および安全対策は、不要な運
用リスクと共に、それに関連する、組織およびその顧客に対する潜在的な悪影響を低減す
る。
【０００４】
　情報技術員はまた、既存の、新規の、および計画されている設備の場所を素早くかつ正
確に確定する必要もある。そのように時宜よく確定することは、運営費を節約し、企業運
営の中断されない継続を促進し、かつデータセンターにおける現行の投資に対する利益を
増大させる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によると、ＩＴ担当者によって管理される、データセンターの物的インフラスト
ラクチャ容量管理システムが提供される。本システムには、ラック空間およびセンサを有
するサーバキャビネットが含まれる。データ通信構成は、通信信号から情報を受信する管
理データベースに対して、通信信号をセンサから伝搬し、受信された情報は格納される。
データ処理装置は、データセンターの物的インフラストラクチャに対する介入の必要性を
、アルゴリズム的に判定し、これは、物的インフラストラクチャに対する変更、およびＩ
Ｔ担当者に対する警告の発行の形式をとることができる。ヒューマンインターフェースに
より、人がデータセンターの管理システムとやりとりすることを可能にする。
【０００６】
　一実施形態において、受信された情報は、環境データに対応する。
【０００７】
　さらなる実施形態において、データ処理装置によって必要とされ得る介入は、人的な介
入および自動化された介入のうちの、選択可能な１つであると判定される。
【０００８】
　上記のデータ処理装置によって判定される介入は、代表的な下層の、データセンターシ
ステム管理データベースへの変更という追加形式をとることができる。一実施形態におい
て、ヒューマンインターフェースは、データセンターの所定の条件の状態を表すアイコン
を表示するグラフィカルユーザユーザインターフェースを採用する。
【０００９】
　本発明の有利な実施形態において、データ処理装置にはコンピュータが含まれ、介入の
必要性のアルゴリズム的な判定は、温度データ、湿度データ、センサアドレス、デバイス
のシリアル番号、システムの接地接続の適正、および占有されているラック空間の数のう
ちのいずれかの組み合わせに応じる。
【００１０】
　本発明のさらなる装置の態様によると、着脱可能な電子資産を保持するためのキャビネ
ットが提供される。この実施形態の態様によると、複数のラック空間を有するキャビネッ
ト本体が提供され、ラック空間のそれぞれは、着脱可能な電子資産のうちの１つを収容す
る。複数の識別子タグが、着脱可能な電子資産のうちの、個々に関連付けられた１つずつ
に取り付けられ、キャビネット本体に設置される識別子タグリーダーは、識別子タグのう
ちの少なくとも１つと通信して、上記の複数の識別子タグのうちの少なくとも１つとの通
信に応じるタグリーダー電気信号を提供する。キャビネット扉はキャビネット本体に取り
付けられ、扉センサは、キャビネット扉の閉、開、施錠、および解錠状態に応じる電気信
号を提供する。
【００１１】
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　本発明のこのさらなる態様の一実施形態によると、タグリーダー電気信号に応じるデー
タを提供するためのデータ出力部がさらに設けられる。データベースは、ラック空間のう
ちの各々の１つにおける着脱可能な電子資産の存在に応じる資産情報を格納する。資産情
報は、それ自体が識別子タグリーダーから導出されたタグリーダー電気信号から得られる
。
【００１２】
　さらなる実施形態において、識別子タグリーダーは、キャビネット本体に固定されて、
複数のラック空間に隣接して延在する、細長いアンテナ素子である。
【００１３】
　本発明のさらなる実施形態において、データベースは、ワイヤレスで、またはインター
ネット上でアクセスすることのできる遠隔サーバ内に維持される。
【００１４】
　本発明の実施形態のキャビネットはさらに、電力監視構成、物理層管理システム、環境
制御システム、資産追跡システム、接地監視システム、および保安システムのうちのいず
れかの組み合わせから、個々のデータ信号を調整するために、サーバのキャビネット内に
配設される統合キャビネットハブを有する。
【００１５】
　本発明の有利な実施形態によると、データを統合キャビネットハブから物的インフラス
トラクチャ管理システムに送るためのワイヤレス通信構成が設けられる。監視構成は、キ
ャビネットの所定の条件の状態を表すアイコンを表示するグラフィカルユーザインターフ
ェースを有する。
【００１６】
　有利な実施形態において、キャビネット扉上に設置される環境センサが設けられる。ま
た、キャビネット扉部分およびキャビネット本体部分を有する電気接触構成は、環境情報
を含む環境センサから、キャビネット本体に信号を伝導する。加えて、いくつかの実施形
態において、キャビネット扉の状態を制御するための認証情報監視構成がさらに設けられ
る。
【００１７】
　さらに、導電性材料から形成されるベース端末と、第１および第２の導電性素子を有す
る安全接触構成が設けられる。第１および第２の導電性素子の間には、弾性の非導電性素
子が介在する。圧縮素子は、軸力を、第１の導電性素子、弾性の非導電性素子、第２の導
電性素子、およびベース端末を通して加える。加えられた軸力は、弾性の非導電性素子を
圧縮して、第１および第２の導電性素子が互いに電気的に通信するようにする。
【００１８】
　有利な実施形態において、弾性の非導電性素子を圧縮するために適正な軸力が圧縮素子
によって加えられ、それにより、第１および第２の導電性素子が互いに電気的に通信する
ようにしたかどうかを判定する、電気接触監視構成がさらに設けられる。電気接触監視構
成はさらに、第１および第２の導電性素子がベース端末との電気的な通信に入るように促
すために、圧縮素子によって適切な軸力が加えられたかどうかを判定するために役立つ。
好ましくは、第１および第２の導電性素子のうちの少なくとも１つには、第１および第２
の導電性素子のうちの他方と電気的に通信するための、弾性接触素子が備えられる。
【００１９】
　本発明の理解は、添付図面と共に以下の詳細な説明を読むことによって促される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１ａ】本発明の一実施形態による、物的インフラストラクチャ容量管理システムおよ
び統合キャビネットの構造を示す図である。
【図１ｂ】機能モジュールのうちの１つが、インテリジェントキャビネットハブとしての
機能も果たす、統合キャビネットのためのシステム構造の変形形態を示す図である。
【図１ｃ】データセンターの切替えポートを保存するためのワイヤレスイーサネット（登
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録商標）ネットワークのアップリンクを示す、さらなる別の変形形態を示す図である。
【図２ａ】データセンターの配置のグラフ図である。
【図２ｂ】データセンターの配置の拡大された抜粋を示す図である。
【図３ａ】物的インフラストラクチャ管理（ＰＩＭ）ソフトウェアおよび統合キャビネッ
トによって促進および強制される、サーバの設置プロセスを示す図である。
【図３ｂ】ＰＩＭソフトウェアのグラフィカルユーザインターフェースの記号についての
説明が記載されている図である。
【図４ａ】本発明による、統合キャビネットのインテリジェント扉構成を示す図である。
【図４ｂ】インテリジェント扉コネクタの詳細と、温度センサ基板、および任意選択で湿
度センサ基板の詳細とを示す図である。
【図５ａ】統合キャビネットの一実施形態の物理的な構造図である。
【図５ｂ】より詳細に示すために拡大された、図５ａの抜粋部分を示す図である。
【図６】接続された一連の、８つのデータセンターの統合キャビネットを示す図である。
【図７】一連の８つの統合キャビネットのための、代替接続構成を示す図である。
【図８】物的インフラストラクチャ管理システムで実施されている、異種の機能モジュー
ルの従来技術の接続を示す図である。
【図９】本発明による物的インフラストラクチャ管理システムの使用によって達成される
資源の節約を例示するグラフ図である。
【図１０】接地ボンドセンサを備える統合キャビネットの、簡略化された図である。
【図１１ａ】本発明の実施形態を具体的に例示する図である。
【図１１ｂ】図１１ａに示されている本発明の２つの主要部を示す図である。
【図１２】接地ボンドセンサ信号を処理するためにハブ内に含まれる回路の概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１ａは、本発明の一実施形態による、物的インフラストラクチャ容量管理システムお
よび統合キャビネットの構造を示す図である。この図は、ＩＢＭ社製のTivoli等のような
、トップレベルのデータセンターネットワーク管理ソフトウェア１１０と、物的インフラ
ストラクチャ管理（ＰＩＭ）ソフトウェア１１５と、物理的なインテリジェントキャビネ
ット（筐体は図示せず）とを含んでおり、キャビネットは、統合インテリジェントキャビ
ネットハブ１２０と、機能モジュールの一群を含んでいる。機能モジュールの一群はすな
わち、モジュール式電源出力ユニット１２１を表しているブロックである電源モジュール
、Panduit社製の現行のＰＶｉＱ製品ラインにおけるものがその一例である、インテリジ
ェント物理層管理モジュール（ＩＰＬＭ）１２２、感知されるパラメータの例に、温度、
湿度、空気の流れ、差圧、振動および周囲の光源レベルが含まれ、自動化された温度測定
は、データセンター施設の計算流体力学（ＣＦＤ）分析を簡略化するためにデータをＰＩ
Ｍソフトウェアに提供することのできる、環境センサモジュール１２３、資産追跡または
資産配置モジュール１２４、キャビネット扉の位置および施錠状態を判定するためのキャ
ビネット保安モジュール１２５であり、認証情報リーダーまたはセキュリティカメラのリ
ンクを含んでもよい、保安モジュール１２５、種々のユーザインターフェースモジュール
１２６内にある、表示およびビーコンモジュール、ならびに、接地ボンドセンサおよび静
電放電（ＥＳＤ）ポリシー強制モジュール１２７である。
【００２２】
　図１ａは、統合インテリジェントキャビネットハブ１２０に、シリアルのデータサブネ
ットワーク１３０を通じて接続された、これらのモジュール１２１～１２７のすべてを示
している。この実施形態では、示されているように、サブネットワークはＲＳ４８５の物
理トポロジーまたは他のシリアルのデータサブネットワークを採用してもよい。
【００２３】
　シリアルのデータサブネットワーク１３０は、概して１３５として指示されているよう
に、単一の統合キャビネット内にあることが好ましいが、複数のキャビネット（図示せず
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）に広げられてもよい。本発明の、この特定の例示的な実施形態では、ＲＳ４８５のサブ
ネットには、例えば１２ＶＤＣの追加の電源導体が含まれ、それにより、それぞれのモジ
ュールは、ハブの一部として含まれる単一のパワーサプライ（図示せず）から動作するこ
とができる。この図は、これらの追加の電源導体の存在を暗に示しているが、これらは明
確に描かれてはいない。多数のサブネットワークの導体は、多導体ケーブル（図示せず）
の形式、または代替として、プラグイン機能モジュールを受け入れる物理バックプレーン
（図示せず）の形式をとってもよい。
【００２４】
　機能モジュール１２１～１２７は、通信リンク１３１を介して、統合インテリジェント
キャビネットハブ１２０と通信する。本発明のいくつかの実施形態では、オプションの冗
長通信リンク１３２が設けられる。
【００２５】
　統合インテリジェントキャビネットハブ１２０は、図において上方向に、物的インフラ
ストラクチャ管理（ＰＩＭ）ソフトウェア１１５と、イーサネット（登録商標）接続１４
０を介して通信する。本発明の実施において、他の接続プロトコルを使用することもでき
る。ＰＩＭソフトウェア１１５は、データの集約、データの可視化、データの容量計画機
能をもたらし、ならびに情報技術の使用可能時間に潜在的に影響し得る物的インフラスト
ラクチャの問題に対する警告の発行を提供する。
【００２６】
　本発明のいくつかの実施形態において、統合インテリジェントキャビネットハブ１２０
は、ハブのデイジーチェーンを可能にするために複数の通信ポート（図示せず）を含む。
この機構により、物的インフラストラクチャ容量管理システムを支援するために必要とさ
れるデータセンターの切替えポート（図示せず）の数を、１つのキャビネットにつき１つ
未満まで低減される。キャビネットハブの正面に配置されるポートは、キャビネットの正
面からずらされていてもよい。
【００２７】
　本発明のいくつかの実施形態は、自身の機能を使用して、ＩＢＭ社製Tivoli１１０、Ｈ
Ｐ社製Open View、Microsoft社製System Center、または類似のもの等のような、トップ
レベルのデータセンターネットワーク管理ソフトウェアによるさらなる使用のために、情
報を処理および統合する、ＰＩＭソフトウェア１１５を備える。
【００２８】
　機能モジュール１２１～１２７の一群、統合インテリジェントキャビネットハブ１２０
、および物理的なキャビネット（図示せず）は、統合キャビネット１３５を構成する。Ｐ
ＩＭソフトウェアとともに、統合キャビネットの電気機器の組み合わせも、物的インフラ
ストラクチャ容量管理システムを構成する。上述のように、物的インフラストラクチャ容
量管理システムは、任意選択で、トップレベルのデータセンターネットワーク管理ソフト
ウェア１１０を含み、これは、本発明のこの例示的な実施形態では、ＩＢＭ社製Ｔｉｖｏ
ｌｉである。
【００２９】
　図１ｂは、統合キャビネットのための、図１ａに示されているシステム構造の変形形態
を示している。上記で考察された構造体の構成要素は、同様に指示されている。この実施
形態において、機能モジュールの１つ、具体的には電源モジュール１２１もまた、インテ
リジェントキャビネットハブ１５０全体の一部として機能を果たす。より具体的には、イ
ンテリジェントキャビネットハブ１５０全体が、単一装置内に組み合わせられるキャビネ
ットハブおよび電源供給機能を構成する。この実施形態において、電源モジュール１２１
は、電源出力ユニットおよびハブの二重の役割を果たす。図は、電源モジュール１２１が
二重の役割を遂行する、特定の実施形態を示しているが、本発明の他の実施形態において
、あらゆる他の機能モジュールが追加のハブの機能性を組み込むことができる。
【００３０】
　図１ｃは、ワイヤレスイーサネット（登録商標）ネットワークのアップリンク１５５を
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備える、本発明のさらなる別の実施形態を表している。ワイヤレスイーサネット（登録商
標）ネットワークのアップリンク１５５の使用は、その他の方法で必要とされるデータセ
ンターの切替えポート（図示せず）の数を低減するために役立つ。上記で考察した構造体
の構成要素は、同様に指示されている。この図もまた、複数のセクションで構成される、
代替の、シリアルのデータサブネットトポロジーを示している。上記に加えて、この図に
表されているトポロジーは、その他の方法で必要とされるモジュール接続の数を低減し、
システムの信頼性を増大させる。さらに、本発明のこの特定の例示的な実施形態の、特定
のサブネットトポロジーは、他の機能モジュールの伝達性に影響することなく、インテリ
ジェント扉（図示せず）の分離を可能にする。
【００３１】
　図１ｃの特定の例示的な実施形態は、機能モジュールがそれぞれのセクションに組み合
わされて示されている。示されているように、モジュール式電源出力ユニット１２１、イ
ンテリジェント物理層管理モジュール１２２、資産配置モジュール１２４、ユーザインタ
ーフェースモジュール１２６、ならびに接地ボンドセンサおよび静電放電（ＥＳＤ）ポリ
シー強制モジュール１２７が１つのセクションを構成し、これは概してセクション１６０
として指示されている。セクション１６０は、通信リンク１６１を介して統合インテリジ
ェントキャビネットハブ１２０と通信する。本発明のこの特定の例示的な実施形態には、
オプションの冗長通信リンク１６２が、任意に設けられている。同様に、環境センサモジ
ュール１２３およびキャビネット保安モジュール１２５がさらなるセクションを構成し、
セクション１６５として識別される。セクション１６５は、通信リンク１６６を介して統
合インテリジェントキャビネットハブ１２０と通信する。本発明のこの特定の例示的な実
施形態には、オプションの冗長通信リンク１６７が、任意に設けられている。
【００３２】
　本明細書の上記に説明される、物的インフラストラクチャ容量管理システムの構成要素
の、協調および相乗効果は、次の利点を提供する。すなわち、１）ネットワークおよびサ
ブネットワークの接続トポロジーは、ＩＴ切替えポートの使用の低減を達成する、２）重
複した電源供給の排除、３）モジュール経由のイーサネット（登録商標）ポート、必要と
される関連の計算能力およびメモリの低減、４）複数の独立したソフトウェアのグラフィ
カルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の代わりに、単一のＰＩＭソフトウェア経由のＧ
ＵＩを必要とする、５）物的インフラストラクチャ管理情報を提供することによって、ト
ップレベルのデータセンターネットワーク管理ソフトウェアを支援する。統合キャビネッ
トは、ＰＩＭソフトウェアとともに、物的インフラストラクチャのデータ収集を自動化す
る、６）システムは、データセンターの容量計画を支援する、および７）情報技術の使用
可能時間に潜在的に影響し得る物的インフラストラクチャの問題に関する警告の発行。
【００３３】
　本発明の一実施形態において、物的インフラストラクチャ管理（ＰＩＭ）ソフトウェア
１１５等のようなＰＩＭシステムは、統合ラックユニットレベルのＲＦＩＤ追跡システム
（具体的に指示せず）と組み合わされて、ＰＩＭシステムが、設置された機器の場所およ
び種類について、素早く情報を取得することができるようにする。
【００３４】
　図２ａは、データセンター２００の配置のグラフ図であり、図２ｂは、データセンター
２００の配置の一部分を表しており、この図で表されているこの一部分は、これらの図の
理解を容易にするために拡大されている。この実施形態では、正方格子２１０等のような
それぞれの正方格子は、床面積の２フィート×２フィートの正方形を表している。サーバ
キャビネットの列は、ＣＸ１２０に配置されている、数字２４を示すサーバキャビネット
アイコン２１５を除いて、そのほとんどが数字００を明示している。この図において、こ
れらの数字は、それぞれのキャビネット内に収納されているサーバの数を表している。ス
イッチキャビネット２２０の列はデータセンター２００の配置を二等分し、左側２３０と
、図２ｂには示されていない右側２３１とに分割する。
【００３５】
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　図３ａは、具体的にはこの図に指示されないデータセンターに、１つ以上のサーバを設
置するプロセスを説明するのに有用な簡略化された概略図である。設置は、ＰＩＭソフト
ウェア（この図には図示せず）によって容易となり、統合インテリジェントキャビネット
ハブ（この図には図示せず）と適合されて行われる。図３ｂは、ＰＩＭソフトウェアのグ
ラフィカルユーザインターフェースの記号についての説明を示している。本発明のシステ
ムによる設置の以下の説明は、データセンター内の記憶および表示の手だて、追加、また
は変更に必要とされる時間および労力が、スプレッドシートファイル（図示せず）へのデ
ータの手入力が含まれる従来技術の方法に比べて実質的に低減されることを明らかにする
。
【００３６】
　図３ａを参照すると、フレーム（１）は、技術者３１０が、資産タグ３２０を用いてサ
ーバ資産３１５の資産目録を作成している。本発明の様々な実施形態において使用され得
る資産タグには、バーコードおよびＲＦＩＤ（無線周波数識別）タイプのラベルが含まれ
る。資産タグ内に含まれる一意のコードの手段（具体的には指示せず）によって、ＰＩＭ
システムは、ラベル付けされた機器を、例えば、モデルおよびシリアル番号、購入年月日
、保証書、物理的な寸法、銘板の電力消費量、場所、ならびに他の有用な情報を含む、関
連するデータに関連付ける。技術者３１０は、サーバ資産３１５を、資産配置のＰＩＭシ
ステム追跡のために必要とされる処置を実行しながら、設置場所へ輸送する。
【００３７】
　図３ａのフレーム（２）において、ＰＩＭシステムは、ビーコンアイコン３２７、なら
びに、予定された作業を実施するように、技術者３１０を対象とされる物理的なキャビネ
ット３２５へと導く、物理的なビーコン５２５（図５Ａおよび５Ｂを参照）を点灯する。
物理的なキャビネット３２５は、上記で説明される、データセンター２００のＰＩＭシス
テムのグラフィック表示において、サーバキャビネットアイコン２１５として表されてい
る。技術者３１０は、アクセス認証情報（図示せず）を、物理的なキャビネット３２５上
またはその近くに載置される、認証情報リーダー（図示せず）に提示する。本発明のこの
実施形態の実施において、認証情報リーダーは、知られているタイプのものであり、指紋
、アクセス制御識別カード、キーフォブデータ、またはあらゆる他のタイプの認証情報等
のような、いくつかの知られているタイプの識別情報のいずれかを承認することができる
。ＰＩＭソフトウェアが、物理的なキャビネット３２５へのアクセスを必要とする、技術
者３１０のための作業命令（図示せず）を含んでいる場合、システムは物理的なキャビネ
ット扉３２６を解錠する。
【００３８】
　遠隔に配置されたＰＩＭのワークステーションは、いつでも、データセンターの表示内
から、物理的なキャビネットの状態を使用可能にする。フレーム（２）の右に示されてい
る、ＰＩＭの平面図の抜粋３４０は、物理的なキャビネット扉３２６が解錠された後の物
理的なキャビネット３２５の状態の視覚的な指示を提供する。状態の視覚的な指示は、以
下の記号化されたアイコンの使用によって明らかにされる。すなわち、扉閉（アイコン３
４２）、扉解錠（アイコン３４３）、およびビーコンオン（アイコン３２７）である。
【００３９】
　この時点で、ＰＩＭシステムは、２４個のサーバがキャビネットＣＸ１２０（すなわち
、ＰＩＭの平面図の抜粋３４０においてサーバキャビネットアイコン２１５として表され
る物理的なキャビネット３２５）内に設置／消費されていることを認識する。技術者３１
０は、技術者のアクセス認証情報を提示するように示され、扉３２６は解錠されている。
【００４０】
　図３ａのフレーム（３）において、技術者３１０は、物理的なキャビネット扉３２６を
開いて、サーバ資産アイコン２１５に反映されるサーバ（図示せず）の設置、ブランキン
グパネルの設置および取外し、ならびに補修作業等のような、予定された作業を実行する
。このような予定された作業にはまた、ハンドヘルド型のスキャナ／リーダー（図示せず
）を用いて、すべての設置されたまたは取り外された資産のバーコードもしくはＲＦＩＤ
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ラベルを、新しい配置情報を記録するために、手作業でスキャンすることも含まれてもよ
い。ここで、ＰＩＭの平面図の抜粋３４０は、以下を示す。すなわち、扉開（アイコン３
４５）、扉解錠（アイコン３４３）、およびビーコンオン（アイコン３２７）である。
【００４１】
　この時点で、ＰＩＭシステムは、２４個のサーバがキャビネットＣＸ１２０内に設置／
消費されていることを認識する。このフレーム（３ａ）において、ＰＩＭの平面図の抜粋
３４０は、統合ＲＦＩＤ資産追跡モジュールがないキャビネットについての現在の数を示
している。
【００４２】
　物理的なキャビネット３２５が、統合ＲＵ（ラックユニット）レベルのＲＦＩＤ資産追
跡モジュール（図示せず）を含む場合、ＰＩＭシステムは、資産および配置情報を素早く
吸収し、次いで対応するデータをＰＩＭのデータベース（図示せず）に格納する。フレー
ム（３ａ）は、このシナリオを表している。
【００４３】
　サーバを正確に設置し、すべての予定された作業を実行した後、図３ａのフレーム（４
）に示されているように、技術者３１０は物理的なキャビネット扉３２６を閉じる。ＰＩ
Ｍの平面図の抜粋３４０は、扉閉（アイコン３４２）、扉解錠（アイコン３４３）、およ
びビーコンオン（アイコン３２７）を示している。
【００４４】
　この時点で、ＰＩＭシステムは、２４個のサーバがキャビネットＣＸ１２０内に設置／
消費されていることを認識する。この図において、抜粋は、統合ＲＦＩＤ資産追跡モジュ
ールがないキャビネットについての現在の数を示している。
【００４５】
　図３ａのフレーム（５）は、システムが物理的なキャビネット扉３２６を施錠し、ビー
コンを消灯した後のキャビネットの状態を例示している。これは、ＰＩＭの平面図の抜粋
３４０に表されており、１）扉閉（アイコン３４２）、２）扉施錠（アイコン３４４）、
および３）ビーコンオフ（アイコン３２８）と示されている。
【００４６】
　一実施形態において、ＰＩＭシステムは、２４個のサーバがキャビネットＣＸ１２０内
に設置／消費されていることを認識する。この図において、ＰＩＭの平面図の抜粋３４０
は、物理的なキャビネット３２５についての現在の数には、統合ＲＦＩＤ資産追跡モジュ
ールがないことを、サーバキャビネットアイコン２１５で示している。実際にキャビネッ
トに統合ＲＦＩＤ資産追跡モジュールがない場合、そのときに技術者３１０は、新しい資
産の配置情報をＰＩＭシステムに手作業でアップロードしなければならない。これは、概
してハンドヘルド型リーダー３１１として指示されている（フレーム（５ａ）を参照）、
ハンドヘルド型のバーコードスキャナ、ハンドヘルド型のＲＦＩＤリーダー、または他の
何らかの携帯可能なデータの媒体の中に格納されたデータを用いて達成することができる
。
【００４７】
　図３ａのフレーム（６）は、ＰＩＭが、キャビネットＣＸ１２０内に設置／消費されて
いる２５個のサーバを現在認識していることを表している。加えて、ここでＰＩＭソフト
ウェアは、更新された配置ツリーを表示する。このように、フレーム（６）におけるＰＩ
Ｍの平面図の抜粋３４０は、すべてのそのような関連する表示および基礎的データが更新
されたことを伝える。図３ａの実施形態によると、システムは、資産追跡の方法に依存し
て、２つの異なるルートから、フレーム（６）に示されているデータベースの内容に到着
することに留意されたい。関連するＲＵのＲＦＩＤモジュールを有する統合キャビネット
が採用される場合、フレーム（５ａ）に示されている手作業のデータ入力のステップは必
要とされない。
【００４８】
　図３ｂは、本発明の特定の例示的な実施形態において採用される、いくつかのソフトウ
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ェアのアイコンおよび構造要素を示している。これらには、扉施錠を指示するアイコン３
４４、扉解錠を指示するアイコン３４３、ビーコンオフを指示するアイコン３２８、ビー
コンオンを指示するアイコン３２７、扉閉を指示するアイコン３４２、扉開を指示するア
イコン３４５、サーバキャビネットを指示するアイコン２１５、スイッチキャビネットを
指示するアイコン２２０、電力および最大使用量を指示するアイコン３５１、ＰＩＭ画面
を指示するＰＩＭ画面３５２、ＰＩＭレポートを指示するＰＩＭレポート３５３、および
物理的な、タグ付けされた資産を指示するサーバ資産３１５が含まれる。
【００４９】
　図４ａは、本発明の、統合キャビネットのインテリジェント扉システムを示している。
上記で考察された構造体の構成要素は、同様に指示されている。この図に示されているよ
うに、物理的なキャビネット扉３２６は、温度（および任意選択で湿度および圧力）セン
サ４１５のための適切な載置場所を提供する、穴あき扉パネル４１０を備える。センサ４
１５のための扉の載置場所は、配線による散乱が少なく、物理的なキャビネット３２５（
この図には図示せず）内で行われている電気機器の移転による損傷からの安全性を提供す
ることが有利である。本発明のいくつかの実施形態では、これらのセンサ４１５は、閉じ
込め／冷却／制御システム（図示せず）の一部である。加えて、統合扉施錠および認証情
報リーダー４２０として示されている、市販の、１つ以上の内蔵認証情報リーダーを有す
る、電子スイングハンドル扉施錠が、物理的なキャビネット扉３２６上に、標準化された
パネルの穴あけ寸法（具体的には指示せず）を用いて載置される。
【００５０】
　物理的なキャビネット扉３２６を、電子デバイスのための場所として使用することは、
シリアルのデータサブネットワークの導体４５０を、物理的なキャビネット３２５と、物
理的なキャビネット扉３２６の穴あき扉パネル４１０との間の接合部を通して送るという
課題が提示される。扉パネルは、二重ヒンジの機構（図示せず）の一部に組み込まれる可
能性があり、これは、ヒンジ（図示せず）のうちの１つにおけるケーブルの輪の解決策の
使用を妨げる。この課題を克服するために、複数の接点４５５が物理的なキャビネット扉
３２６の頂部に配設され、接点は、物理的なキャビネット扉３２６が閉じられると、キャ
ビネット本体（この図には図示せず）に取り付けられた接点（図示せず）と電気的に通信
する。いくつかの実施形態において、これらの接点は、導体間インターフェース（図示せ
ず）の形式をとってもよく、または、物理的なキャビネット扉３２６が閉じられたときに
係合する磁気素子（図示せず）の形式をとってもよい。そのような磁気素子の構成は、信
号の伝達および電源の供給の両方に適している、対応する複数の変圧器（図示せず）を効
率的に形成する。
【００５１】
　１つ以上のマイクロプロセッサ４６０（図４ｂを参照）（すなわち、アルゴリズムを実
行する、プログラム可能な集積回路）およびシリアル通信（この図には図示せず）を、こ
れらの機能モジュール内に組み込むことによって、これらは、自己識別、自己アドレス指
定、および自己設定可能となる。例えば、センサ４１５内の不揮発性メモリ（図示せず）
は、デバイスの種類（例えば温度センサ等）、およびデバイスのアドレス（例えばシリア
ル番号等のような一意のコード等）を指示する情報を格納することができる。
【００５２】
　本発明のいくつかの実施形態において、シリアル通信のサブネットワークはまた、デイ
ジーチェーン回線も含んでもよく、これは、モジュール素子のそれぞれの相対位置を判定
するために使用することができる。例えば、Panduit Corp．社から入手可能である、ＰＶ
ｉＱパッチパネルであり、この方法論を使用してそれぞれのデバイスの相対位置を推定す
る。一実施形態では、本発明の、インテリジェント扉の温度センサである場合、相対位置
の情報は、それぞれのセンサの配置のための空間的座標を提供する。
【００５３】
　特に経時的な、温度データの自動化された収集は、データセンターの施設の計算流体力
学（ＣＦＤ）分析を、かなり簡略化および向上させる。本発明によると、継続的に収集さ
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れたデータを伴う、環境測定点のより大きな分布は、労力を要する従来技術の手作業によ
る温度データ収集に取って代わる。これは、より充実した情報、時宜にかなった情報、お
よび現在の情報をもたらし、ならびに、時間の経過に伴う変化の可視化をもたらす。より
正確なデータは、データセンターの最大熱容量の計算における信用を増大させる。そのよ
うな増大された信用は、現行の動作マージンをより正確に識別するとともに、冷却、電力
、接続性、デバイスの配置、および使用可能な空間の量についてのデータの提供を含む、
新しいデータセンターの施設の構築のためのトリガーポイントをより正確に識別する。
【００５４】
　図４ｂは、シリアルのサブネットワークおよび電源コネクタ４５５を有するモジュール
４５７の詳細を示している。モジュール４５７には、物理的なキャビネット扉３２６のた
めの、個別のサブネットワークおよび電源回路接点４５８がさらに含まれる。この図には
、この実施形態では温度センサ４１５およびマイクロプロセッサ４６０を有する、プリン
ト回路基板４５６で形成されるモジュール４５９も追加として示されている。加えて、こ
のモジュール４５９は、シリアルのサブネットワークおよび電源コネクタ４６５および４
６６を備える。
【００５５】
　図５ａは、物理的なキャビネット３２５および物理的なキャビネット扉３２６の一実施
形態の物理的な構造図を示している。図５ｂは、より詳細に示すために拡大された、図５
ａの実施形態の、具体的には物理的なキャビネット３２５の抜粋部分を示している。これ
らの図において、上記で考察された、または類似の対応を有する構造体の構成要素は、同
様に指示されている。これらの図に示されているように、統合インテリジェントキャビネ
ットハブ１２０は、物理的なキャビネット３２５の頂部に設けられた空間内にある。しか
し、他の実施形態では、統合インテリジェントキャビネットハブ１２０は、１つ以上の水
平または垂直のラックユニット（ＲＵ）スロット（具体的には指示せず）内に設置される
。
【００５６】
　資産管理機能モジュールの第１の部分、具体的にはＲＵレベルのＲＦＩＤリーダー５１
５は、統合インテリジェントキャビネットハブ１２０としての二重の役割を前提とする。
資産管理機能モジュールの第２の部分、ＲＵレベルのＲＦＩＤ資産タグリーダーストリッ
プ５２０は、キャビネット内に展開される資産に沿って垂直に載置される。ＲＵレベルの
ＲＦＩＤ資産タグリーダーストリップ５２０は、この実施形態においてリーダーの同軸ポ
ート５２１に接続されて示されている。資産タグリーダーストリップは、いくつかの実施
形態では、Panduit Corp．社から入手可能なＰＶｉＱパッチパネルであり、ラック内に設
置されるインテリジェント物理層管理モジュール１２２等のような、資産上に取り付けら
れたタグとの通信を容易にする。加えて、この実施形態におけるそのようなＰＶｉＱパッ
チパネルのそれぞれは、個別の資産タグ３２０を備える。
【００５７】
　この実施形態において複数の環境監視および保安機能を組み込む、物理的なキャビネッ
ト扉３２６は、図５ａの左部分に開放位置で示されている。電源出力ユニット（ＰＯＵ）
５３６の一群は、関連する電力測定機能を有し、キャビネット本体の右側および左側の垂
直な柱を占有する。先述のように、物理的なキャビネット扉３２６の開放は、物理的なビ
ーコン５２５の継続した点灯をもたらす。上記のように、物理的なビーコン５２５は、ビ
ーコンアイコン３２７の表示とともに同時に点灯され、本発明のこの実施形態において物
理的なビーコン５２５はキャビネット本体の頂部に配置されるため、技術者３１０（この
図には図示せず）を、修理が必要な特定のキャビネット（例えば物理的なキャビネット３
２５等）に導くために、物理的なキャビネット扉３２６を開くことに先行して点灯するこ
とができる。
【００５８】
　本発明のこの特定の例示的な実施形態において、図面では「ＰＶｉＱ　ＥＭ（または拡
張モジュール）」と標示される、インテリジェント物理層管理（ＩＰＬＭ）モジュール１
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２２は、図のラック位置の最上部にある。これらのモジュールは、管理されたパッチ機能
を物理的なキャビネット３２５内にもたらす。
【００５９】
　先に説明されるように、機能モジュールのそれぞれは、統合インテリジェントキャビネ
ットハブ１２０に、シリアルのデータサブネットワーク１３０のうちの１つ以上のセクシ
ョンを介して接続される。図５から８において、「Ｒ」と標示された正方形（概してＲＳ
４８５の接続ポイント５３０として示されている）は、ＲＳ４８５の接続ポイント（また
はシリアルのデータサブネットワークのための別の通信接続）に対応する。「Ｅ」と標示
された正方形は、個別のイーサネット（登録商標）接続ポイント５３５を指示している。
ＲＵレベルのＲＦＩＤ資産タグリーダーストリップ５２０は、ＲＵレベルのＲＦＩＤリー
ダー５１５のリーダー同軸ポート５２１と、同軸ケーブル（示されているが具体的には指
示せず）を介して通信する。同軸経由の通信には、シリアルのデータサブネットワークメ
ッセージングに加えて、分離可能なＲＦメッセージングが含まれる。
【００６０】
　再び図５ａを参照すると、物理的なキャビネット３２５は、イーサネット（登録商標）
チャネル５４０を介してＰＩＭサーバ５４５と通信する。示されているイーサネット（登
録商標）クラウド５５０は、スイッチ、ルータ、構成されたケーブル、および他の必要と
されるネットワークの構成要素の一群を要約しており、これらは、明瞭さのためと、重要
ではない詳細を回避するために、具体的には示されていない。ＰＩＭのワークステーショ
ン、データベース５５５、およびＰＩＭサーバ５４５は、物的インフラストラクチャ容量
管理システムの他の構成要素を構成する。このような物的インフラストラクチャは、ＰＩ
Ｍのワークステーション５６０で使用可能である。
【００６１】
　図６は、接続された一連の、８つのデータセンターの統合キャビネット６１１，６１２
，６１３，...６１８の簡略化された概略図を示している。第１の物理的なデータセンタ
ーの統合キャビネット６１１に含まれる統合キャビネットハブ（具体的には指示せず）は
、シリアルのデータサブネットワーク６２５を介して他の統合ハブに接続され、本発明の
この特定の例示的な実施形態において、適宜、上記で説明されるように、専用のデイジー
チェーンおよび電源導体を含む。一連の８つの物理的なデータセンターの統合キャビネッ
ト６１１，６１２，６１３，...６１８は次いで、関連する管理機能モジュールおよびハ
ブのすべてを動作させるために、単一のパワーサプライ６３０だけを必要とする。電源供
給接続は、第１の物理的なデータセンターの統合キャビネット６１１内、またはその近く
で使用可能な電源と結合される。示されているパワーサプライ６３０は、物的インフラス
トラクチャ管理機能モジュールおよびハブにだけ運転エネルギーを供給し、図５ａに示さ
れている電源出力ユニット（ＰＯＵ）５３６から動作電源を得る、比較的重いサーバおよ
びスイッチ負荷には運転エネルギーを供給しないことに留意されたい。これらの重い負荷
は、電源出力ユニット（ＰＯＵ）５３６の負荷出力コネクタを介する、専用の、しばしば
冗長である、電源フィード（図示せず）を必要とする。
【００６２】
　図７は、一連の８つの物理的なデータセンターの統合キャビネット６１１，６１２，６
１３，...６１８のための、代替接続構成を示している。上記で考察された構造体の構成
要素は、同様に指示されている。この場合、第１のキャビネット上の専用の複数の同軸コ
ネクタ７１０は、同軸ケーブルを介して他のキャビネットの同軸コネクタのそれぞれに接
続され、「スター」接続の方式をもたらしている。同軸経由の通信にはやはり、シリアル
のデータサブネットワークメッセージングに加えて、分離可能なＲＦメッセージングが含
まれ得る。
【００６３】
　図６および７に示されている本発明の特定の例示的な実施形態は、接続トポロジーの限
定された実例を示している。本発明の実施において、これらのトポロジーと他のトポロジ
ーとの組み合わせを含めて、これらの接続トポロジーのうちのいずれかを採用することが
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できることを理解されたい。
【００６４】
　実施において、いくつかの機能モジュールは、イーサネット（登録商標）ネットワーク
に、シリアルのデータサブネットワークを回避して、直接接続される。統合キャビネット
ハブの実施可能な実施形態は、この状況に適応するために、複数のイーサネット（登録商
標）接続ポイントを有する。いくつかの実施形態では、ハブは、イーサネット（登録商標
）の通信ポートを備えた機能モジュールを支援するイーサネット（登録商標）の切替え機
能を組み込む。ハブの複数のイーサネット（登録商標）ポートは、比較的費用のかかるク
ラウド経由（ネットワーク）のイーサネット（登録商標）の切替えポートを、１つのキャ
ビネットにつき１つ未満に低減する。図５ａおよび５ｂは、ハブの複数のイーサネット（
登録商標）ポートを最も明確に示している。イーサネット（登録商標）ポートは、いくつ
かの図において、好ましい実施形態を提示するにあたり、明瞭さのために省略されている
。
【００６５】
　図８は、物的インフラストラクチャ管理システムで実施されている、異種の機能モジュ
ール（この図には図示せず）の従来技術の接続を例示しており、分解されたキャビネット
の概念を使用している。これらの機能モジュールには、１）電力測定、２）ＩＰＬＭ（イ
ンテリジェント物理層管理）、３）環境監視、４）資産管理および保安が含まれる。
【００６６】
　示されているように、図８は、統合キャビネットハブを有さない、８つの物理的なキャ
ビネット８１１...８１８の上部を表している。８つの物理的なキャビネット８１１...８
１８にそれぞれ関連する、概して８２１...８２８と指示されているイーサネット（登録
商標）接続ポイントが示されている。この実施形態におけるイーサネット（登録商標）接
続ポイントは、内部機能モジュール電気機器（図示せず）と、イーサネット（登録商標）
クラウド５５０によって表されているイーサネット（登録商標）のスイッチとの間の、内
部イーサネット（登録商標）パッチコード（図示せず）の接続に適している、それぞれ関
連するパッチパネル８０１...８０８の一部分を構成する。このような必要なイーサネッ
ト（登録商標）のスイッチは、本発明の個々の実施形態において、８つの物理的なキャビ
ネット８１１...８１８に対して外部または内部に存在し得ることに留意されたい。
【００６７】
　８つの物理的なキャビネット８１１...８１８のそれぞれは、電力測定、ＩＰＬＭ、環
境監視、資産管理、および保安のために、別個のイーサネット（登録商標）ポートを必要
とする。電力測定モジュールはしばしば、関連する重い負荷を主に稼働する電源フィード
（図示せず）から動作電源を得るため、電力測定モジュールを除く、これらのすべては、
専用のパワーサプライも必要とする。分解された物的インフラストラクチャ管理システム
は、別個のサーバを必要とし、例示的に、電力測定サーバ８３０、ＩＰＬＭサーバ８３１
、環境サーバ８３２、資産管理サーバ８３３、および保安サーバ８３４を含んでいる。
【００６８】
　加えて、分解された物的インフラストラクチャ管理システムは、データベース８４０お
よび８４１等のような、別個のデータベースを必要とする。このような実施形態において
、別個のグラフィカルユーザインターフェース（図示せず）は、ユーザのワークステーシ
ョン５６０を通じて使用可能である。
【００６９】
　図９は、本明細書に記載される特徴が組み込まれた物的インフラストラクチャ管理シス
テムを使用する方法によって可能となる資源の節約のグラフ図である。図の縦軸は、企業
用の物的インフラストラクチャ容量を表しており、横軸は時間を表している。この場合、
物的インフラストラクチャ容量は、物理的な空間、熱容量、電力の使用可能度、接続性、
およびラック空間等のような多くの要素を合わせて要約した用語である。有効な物的イン
フラストラクチャ容量は、これらの要素の「最大限度」によって境界されると考えられ得
る。例えば、拡張のために十分な空間および電力があるが、拡張のために使用可能な冷却



(14) JP 5911885 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

が十分でない場合、熱容量が最大限度の物的インフラストラクチャの要素となる。
【００７０】
　第１のグラフ線１０は、容量拡張の判定のための、従来技術の方法下にある、物的イン
フラストラクチャの資源の測定された消費量を例示している。第２のグラフ線１２は、本
発明による方法を使用する、物的インフラストラクチャの資源の測定された消費量を例示
している。
【００７１】
　多数の水平線は、経時的な物的インフラストラクチャ容量を指示するために使用されて
いる。水平線１４および１６は、データセンターにおける、物的インフラストラクチャ容
量のガードバンド化された最初の量を表している。水平線１８および２０は、データセン
ターの拡張によってもたらされる物的インフラストラクチャ容量のガードバンド化された
量を指示している。水平線２２および２４は、拡張に続いて新しいデータセンターを建設
したことによってもたらされる、ガードバンド化された物的インフラストラクチャ容量を
表している。本発明のシステムは、拡張するための決定が、より適切な時間でなされ得る
ため、より狭いガードバンドを可能にする。
【００７２】
　矢印２６は、既存のシステムのために物的インフラストラクチャ容量の拡張が必要とな
るという決定がなされる時間を表している。この決定は、そのときに物的インフラストラ
クチャが必要としていることを理解することによってなされ、これは、知られているシス
テム下では、現行の容量、消費量、および必要としていることの、低頻度および不正確な
測定に起因して見過ごしてしまう。例えば、図９のグラフの始まりにおいて、グラフ線１
０は、グラフ線１２よりも急な傾斜を有しており、これは、消費された物的インフラスト
ラクチャ容量に関するより正確な情報を提示する。従来技術のシステムでは、データセン
ターを拡張するという決定がなされるのが早すぎ、必要とされる追加の容量は、この企業
が実際に必要としているものよりも多すぎるように見受けられる。
【００７３】
　結果として、この例示されたシナリオにおいて、従来技術の取り組み下では、データセ
ンターは、大きすぎに、急ぎすぎて拡張される。したがって、必要以上に多い資源（設備
投資、すなわちＣＡＰＥＸ）が必要とされるよりも早く使用され、誤った設備投資をもた
らす。
【００７４】
　同様に、矢印２８は、従来技術の意思決定システム下において、新しいデータセンター
が必要となるという決定がなされる時間を表している。またしても、従来技術のシステム
下では、実際の必要とされる物的インフラストラクチャ容量の量と比較すると、この決定
は企業における早すぎる時期になされており、誤った設備投資をもたらしている。両方の
場合において、より正確に時間が選ばれた決定によってもたらされるＣＡＰＥＸの節約が
グラフ上に指示されている。
【００７５】
　不必要な設備投資をもたらすことに加えて、データセンターにおける環境データの不正
確な理解は、不必要に速い割合で増加する運用費をもたらし得る。例えば、再び図９を参
照すると、明らかに従来技術のグラフ線１０の下で使用された物的インフラストラクチャ
容量における急な増加は、冷やしすぎのシナリオを反映している可能性があり、これは、
低頻度でなされた可能性のある、誤った温度読み取りの結果である可能性がある。結果と
して、データセンターを不必要な低さの温度まで冷却するための現行の運用費（ＯＰＥＸ
）は、企業にとって実質的に資金の無駄遣いをもたらしている可能性がある。本発明の実
施形態は、運用費の適切な割り当てに導き、図９に指示されているＯＰＥＸの節約に導く
。
【００７６】
　本発明の実施形態によるシステムは、正確な測定が集められて、実用可能な情報の形式
でユーザに提示されることを可能にし、ユーザが資源の計画決定をより正確および効果的
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にすることができるようにする。本発明の下で容易となり得る決定の例には、１）冷却資
源の適切な量の割り当て、２）企業の計算および接続性の要件の必要性に対する物理的な
空間の割り当て、３）既存のデータセンターを拡張するか、または新しいものを建設する
かどうかの決定、４）データセンターのライフサイクルに渡る適切な電力量の提供、５）
企業の物的インフラストラクチャ容量における限られている資源の識別、および追加され
るべき必要があるその資源の量の理解（例えば、切替え能力が限られている要素である場
合には、より多くのスイッチを追加するべきであるが、必ずしもラックユニット（ＲＵ）
空間を増やす必要はない）、および６）新しいハードウェアのための要件が満たされるデ
ータセンター内の場所の識別（そのような要件には接続性の種類および速度が含まれ得る
）が含まれる。
【００７７】
　本発明のいくつかの実施形態に、接地およびボンディングの感知がさらに組み込まれて
もよい。データセンター内の機器およびインフラストラクチャの接地およびボンディング
は、少なくとも２つの大きな必要性を満たす。すなわち、（ａ）ユーザおよび保守管理者
の安全性、および（ｂ）ユーザおよび保守管理者の身体上に担持される静電気の放電電位
の軽減を通じた繊細な電子機器の増大された信頼性である。
【００７８】
　既存の接地ボンド方式は、これらの安全性およびＥＳＤ軽減の必要性を満たす能力を有
するが、これらはメッシュ共通ボンディングネットワーク（ＭＣＢＮ：Mesh Common Bond
ing Network）に対する接地導体の電気的な接続およびボンディングを検証または監視す
る方法を提示しない。結果として、データセンターのインフラストラクチャは、必要な接
地およびボンディングを完全に欠いている場合があり、所有者、ユーザ、および保守管理
者は、その関連のリスクを有するこの状態に完全に気付いていないままである可能性があ
る。インフラストラクチャの接地接続の接地ボンド状態を監視することができ、接続を失
っているまたは接続が緩んでいる事象において、適切な担当者に通知することのできるシ
ステムは、したがって、これらの利害関係者に対して多大な保安の利益をもたらす。
【００７９】
　図１０は、接地ボンドセンサ１０１０を備える物理的なキャビネット３２５の概略図を
示している。上記で考察された構造体の構成要素は、同様に指示されている。物理的なキ
ャビネット３２５は、接地ボンドセンサ１０１０を介するメッシュ共通ボンディングネッ
トワーク（ＭＣＢＮ）１０２０に対する接地ボンディングを受け、接地ボンドセンサ１０
１０は、同様に、統合キャビネットハブ１２０上の専用接地ボンドセンサポート１０３０
に接続される。統合インテリジェントキャビネットハブ１２０は、接地ボンドセンサ１０
１０と組み合わされて、キャビネットに対する接地接続の存在を検証し、設置者（図示せ
ず）がメッシュ共通ボンディングネットワーク（ＭＣＢＮ）１０２０に対する接地接続を
ボンディングしたことを検証する。
【００８０】
　図１１ａは、接地ボンドセンサ１０１０の本発明の特定の例示的な実施形態を示してい
る。図１１ｂは、接地ボンドセンサ１０１０が２つの主要部分を有しており、具体的には
、１）接地センサ、例えば、メッシュ共通ボンディングネットワーク（ＭＣＢＮ）１０２
０（この図には図示せず）に導く太いゲージの接地導体１０４３と、ハブの専用接地ボン
ドセンサポート１０３０（この図には図示せず）に導く細いゲージの接地感知導線１０４
５を有する接地端子ラグ１０４１、および２）単独の常開接点（図示せず）と、ハブの専
用接地ボンドセンサポート１０３０（この図には図示せず）に導く信号線１０５１とを有
する、ドーナツまたは平ワッシャー形状のボンディングセンサ１０５０である。ボンディ
ングセンサ１０５０は、設置者が接地締め具をきつく締め、しっかりと締まった状態のま
まであり、締め具の締力が最小規定値を超えているという、電気的に絶縁された接点の封
鎖の指示を提供する。
【００８１】
　単独の常開接点（図示せず）は、単に接地のために適切なゲートウェイセンサポート端
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末を結合しただけで、センサの機能が簡単に損なわれることを防ぐ。この接点の形式はま
た、物理的に線と、または論理的に電子プロセッサアルゴリズムを介してのいずれかで複
数の信号の接続も可能にする。
【００８２】
　図１１ａに示されている接地ボンドセンサの配置構成は、２つの片面プリント回路基板
（ＰＣＢ）１０６１および１０６２を含み、それぞれ、堅い波型座金またはＯ（オー）リ
ングの形式のバネ素子１０６５によって分離され、２つの金属製の平座金１０６８および
１０６９の間に挟まれる。この実施形態では、金属製の座金１０６８は、この実施形態で
は＃１０－３２ねじである締め具１０７０が締められると金属製の座金１０６９に向かっ
て促されて、それに接触して止められる、金属製の段のある座金である。締め具１０７０
は、キャビネット表面１０７５のねじ穴（図示せず）に、またはキャビネット表面１０７
５上のナット（具体的には指示せず）に螺合する。
【００８３】
　この特定の例示的な実施形態において、片面プリント回路基板（ＰＣＢ）１０６１およ
び１０６２は、いくらかドーナツ形状である。バネ接点１０７３等のような、ＰＣＢ上に
載置される任意選択のバネ接点は、対向するＰＣＢ上のエッチングされたパッド（図示せ
ず）と結合する。代替として、単純なディスクは、十分なトルクが締め具１０７０に加え
られたときに、２つのＰＣＢの間の隙間を埋める。可塑性のカバーリング１０７１は、セ
ンサの部品を引き付け、カバーリングは、接地締め具に対してトルクが加えられる間、圧
力の影響を受けない。第２のバネ素子、堅い波型座金、またはＯリングは、単に手によっ
てねじを締めるだけによる接点の封鎖を不可能にするために十分な反力を提供する。これ
は、設置者がトルクを加えるために器具を使った、またはその他の方法で接続をボンディ
ングしたことを確実にする。頂部の座金は、ねじに対してトルクが加えられる間、底部の
金属製の座金に接触してしっかりと止まるように、段のある形状を有する。これは、バネ
素子の圧縮およびＰＣＢの接触を許容レベルに制限する。単純なディスクが２つのＰＣＢ
の間の隙間を埋める場合、ディスクの厚さがバネ素子の圧縮を制限する。
【００８４】
　リング端子１０４１、すなわち接地端子ラグは、好ましくは、接地されるキャビネット
表面１０７５に直接的に近接して存在し、キャビネット表面は、導電性のパッド（図示せ
ず）（例えば、銅パッド）を備え、塗料または他の絶縁材料を含まない。この積み重ねは
、ＭＣＢＮとキャビネット筐体との間の接続の伝導表面積を最大にする。他の実施形態で
は、本発明のセンサの現場における適用は、満足な接地結果を伴う、塗料貫通歯付き座金
、および適宜、塗料で被覆されたねじ穴を突き通すための、トライロビュラのねじを含む
ことができる。いくつかの実施形態において、ねじは、種々の固定座金（図示せず）等の
ような、縛るタイプの頭部または他の固定機構を有する。この実施形態において、適宜、
リング端子１０４１とキャビネット表面１０７５との間の係合を強化するために、金属製
の内歯付きの星型座金（具体的には指示せず）を備える。
【００８５】
　図１１ｃは、接地ボンド線１０８１を内蔵する接地ボンドセンサ１０８０の実施形態を
示している。この実施形態は、設置の間に対処する部品の数を低減する。明確には示され
ていないが、アセンブリの右側から出ている線は、それらの関連するハブポートおよびＭ
ＣＢＮの相手先へと延び出ている。この実施形態は、適宜、インジケータＬＥＤ１０８３
、および、ねじを閉じ込める機構（図示せず）を組み込む。
【００８６】
　ＭＣＢＮで直接的に、等のように、他のボンディングされた接地接続もまた、接地ボン
ドセンサを使用することができることに留意されたい。好ましい実施形態は、締め具の方
式が、引張荷重、トルクの加えられたナット、または圧縮力がセンサに対して同様に加え
られる下で、頭の付いたねじまたはボルトを採用することを必要とする。
【００８７】
　図１２は、本発明の特定の例示的な実施形態の概略図である。いくつかの実施形態にお



(17) JP 5911885 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

いて、この回路は、ハブに含まれ、接地ボンドセンサ信号を処理する。ハブの専用接地ボ
ンドセンサポート回路は、接地記号として示されている信号基準を含み、ハブから１）ハ
ブの筐体載置締め具の手段による、キャビネット筐体の接地、２）キャビネットに対する
ＡＣ電源フィードから取られる接地線、または３）ＭＣＢＮまでの等電位接続を表してい
る。
【００８８】
　回路は、次のように機能する。接地感知導線は、コネクタＪ１１のスリーブ端子を接続
する。図１１ａまたは１１ｂの接地ラグがキャビネット筐体に接続されており、センサケ
ーブル（接地感知導線）がハブの専用センサポートに差し込まれている状態で、ＧＮＤ＿
ＤＥＴ１における信号電圧は、０Ｖとなる。低域フィルタリングおよび過渡保護は、この
ノードをノイズおよび他のエネルギーの過渡から保護する。キャビネットが接地ラグを欠
いている場合、または設置者がセンサケーブルをハブのセンサポート（Ｊ１１）に差し込
まなかった場合、ＧＮＤ＿ＤＥＴ１の信号レベルは、３．３Ｖになる。簡潔さのために編
集されているが、ＧＮＤ＿ＤＥＴ１は、Microchip社製の品番ＰＩＣ２４ＦＪ２５６ＧＡ
１１０－ＩＰＦの入力部等のような、マイクロプロセッサの入力部（図示せず）に接続さ
れる。マイクロプロセッサのメモリ内に含まれるプログラミングのアルゴリズムは、デー
タセンターの責任を負っている担当者に通知するために、この信号の状態を上流のＰＩＭ
サーバに対して報告する。
【００８９】
　ボンディングセンサ信号線は、Ｊ１１のチップ端子およびリング端子に接続される。ボ
ンディングされていないセンサの状態を表す開接点により、ＧＮＤ＿ＤＥＴ２の信号電圧
はLowに保たれる。ボンディングされているセンサの状態を表す閉接点により、ＧＮＤ＿
ＤＥＴ２の信号電圧はHighになる。簡潔さのために編集されているが、ＧＮＤ＿ＤＥＴ２
は、Microchip社製の品番ＰＩＣ２４ＦＪ２５６ＧＡ１１０－ＩＰＦの入力部等のような
、マイクロプロセッサの入力部（図示せず）に接続される。マイクロプロセッサのメモリ
内に含まれるプログラミングのアルゴリズムは、データセンターの責任を負っている担当
者に通知するために、この信号の状態を上流のＰＩＭサーバに対して報告する。
【００９０】
　ハブ回路に対する若干の変更を伴って、ボンドセンサ（または統合接地ボンドセンサ）
には、センサにおいて、終端部が緩んでいるまたは切断されていることを視覚的に指示す
るように、常開接点に渡って可視的なＬＥＤを組み込むことができることに留意されたい
。この場合、不適格な接続の指示および改善は、特に大きなデータセンターにおいて、煩
雑さおよびかかる時間がずっと少なくなる。このシステムの、適切な担当者に通知するた
めにＰＩＭサーバに対して接地ボンド状態を自動的に報告する能力はまた、保守を容易に
し、かつデータセンターの物的インフラストラクチャの信頼性を増大させる。
【００９１】
　接地ボンドセンサのさらなる実施形態において、ハブ回路には、センサとハブとの間の
デジタル通信ストリームが組み込まれる。この実施形態において、センサは、Microchip
社製のＰＩＣ１０Ｆ２８３またはMaxim/Dallas社製のＤＳ２４０１Ｘ１等のようなインテ
リジェントデバイスが組み込まれる。いくつかの実施形態において、これらのインテリジ
ェントデバイスは、それぞれのセンサを一意に識別するコードを含み、さらにシリアルデ
ジタル通信を介して通信されたデータを記憶する能力を有する。これらのセンサデバイス
から通信される情報の違いは、センサの状態を指示する。本発明の特定の例示的な実施形
態において、状態の組は次の通りである。すなわち、１）通信なし＝センサが存在しない
または差し込まれていない、２）１１１１　１１１１＝センサが差し込まれており、ボン
ディングされている、および３）０１０１　０１０１＝センサが差し込まれており、ボン
ディングされていない。
【００９２】
　この実施形態には、マルチドロップのシリアルのデータサブネットワーク内に、複数の
このようなセンサが展開される場合に、それぞれのセンサが、自身を一意に識別すること
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ができるという、さらなる利点がある。
【００９３】
　本発明のいくつかの実施形態は、次の特徴要素を含む。すなわち、複数のセンサ（少な
くとも１つのセンサ）またはアクチュエータと、センサから１つ以上のデータセンターシ
ステム管理データベースに対するデータ通信の手段と、キャビネットからの通信を受信す
るための、および受信した情報を格納するための、データセンターシステム管理データベ
ースとを備える、インテリジェント／統合サーバキャビネットを含む、データセンターの
物的インフラストラクチャ容量管理システム。
【００９４】
　キャビネットは、データセンターシステム管理データベースに、データセンターの物的
インフラストラクチャの種々の現行の状態を表す、現行の環境データを定期的に提供する
。
【００９５】
　データセンターの物的インフラストラクチャ容量管理システムはまた、データセンター
の物的インフラストラクチャに対する人的な介入または自動化された介入をアルゴリズム
的に判定する、データ処理手段も含み、上記の介入は、１）物的インフラストラクチャに
対する移動、追加、または変更、２）代表的な下層の、データセンターシステム管理デー
タベースに対する移動、追加、または変更、３）ＩＴ担当者に対する警告、４）データセ
ンターの管理システムに人的な介入を可能にする、少なくとも１つのヒューマンインター
フェース、の形式をとる。
【００９６】
　本発明は、特定の実施形態および用途の観点で説明されているが、当業者は、この教示
に照らして、本明細書に記載され、かつ特許請求される本発明の範囲を超えることなく、
または本発明の趣旨を逸脱することなく、追加の実施形態を作り出すことができる。した
がって、本開示における図面および説明は、本発明の理解を容易にするために提示されて
いるものであり、それらの範囲を限定するものと解釈されるべきではないことを理解され
たい。
【符号の説明】
【００９７】
　１１０　データセンターネットワーク管理ソフトウェア
　１１５　物的インフラストラクチャ管理（ＰＩＭ）ソフトウェア
　１２０　統合インテリジェントキャビネットハブ
　１２１　モジュール式電源出力ユニット
　１２２　インテリジェント物理層管理モジュール（ＩＰＬＭ）
　１２３　環境センサモジュール
　１２４　資産追跡または資産配置モジュール
　１２５　キャビネット保安モジュール
　１２６　ユーザインターフェースモジュール
　１２７　接地ボンドセンサおよび静電放電（ＥＳＤ）ポリシー強制モジュール
　１３０　データサブネットワーク
　１３１　通信リンク
　１３２　冗長通信リンク
　１３５　統合キャビネット
　１４０　イーサネット（登録商標）接続
　１５０　インテリジェントキャビネットハブ
　１５５　アップリンク
　１６０　セクション
　１６１　通信リンク
　１６２　冗長通信リンク
　１６５　セクション
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　１６６　通信リンク
　１６７　冗長通信リンク
　２００　データセンター
　２１０　正方格子
　２１５　サーバキャビネットアイコン
　２２０　スイッチキャビネット
　３１０　技術者
　３１５　サーバ資産
　３２０　資産タグ
　３２５　物理的なキャビネット
　３２６　物理的なキャビネット扉
　３２７　ビーコンオンを指示するアイコン
　３２８　ビーコンオフを指示するアイコン
　３４２　扉閉を指示するアイコン
　３４３　扉解錠を指示するアイコン
　３４４　扉施錠を指示するアイコン
　３４５　扉開を指示するアイコン
　３５１　電力および最大使用量を指示するアイコン
　３５２　ＰＩＭ画面を指示するＰＩＭ画面
　３５３　ＰＩＭレポートを指示するＰＩＭレポート
　４１０　穴あき扉パネル
　４１５　温度センサ
　４２０　統合扉施錠および認証情報リーダー
　４５０　データサブネットワークの導体
　４５５　電源コネクタ
　４５６　プリント回路基板
　４５７　モジュール
　４５８　電源回路接点
　４５９　モジュール
　４６０　マイクロプロセッサ
　５１５　ＲＦＩＤリーダー
　５２０　ＲＦＩＤ資産タグリーダーストリップ
　５２１　同軸ポート
　５２５　物理的なビーコン
　５３０　接続ポイント
　５３５　イーサネット（登録商標）接続ポイント
　５３６　電源出力ユニット（ＰＯＵ）
　５４０　イーサネット（登録商標）チャネル
　５４５　ＰＩＭサーバ
　５５０　イーサネット（登録商標）クラウド
　５６０　ワークステーション
　６１１，６１２，６１３，...６１８　統合キャビネット
　６２５　データサブネットワーク
　６３０　パワーサプライ
　７１０　同軸コネクタ
　８０１...８０８　パッチパネル
　８１１...８１８　物理的なキャビネット
　８２１...８２８　イーサネット（登録商標）接続ポイント
　８３０　電力測定サーバ
　８３１　ＩＰＬＭサーバ
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　８３２　環境サーバ
　８３３　資産管理サーバ
　８３４　保安サーバ
　８４０，８４１　データベース
　１０１０　接地ボンドセンサ
　１０２０　メッシュ共通ボンディングネットワーク（ＭＣＢＮ）
　１０３０　専用接地ボンドセンサポート
　１０４１　接地端子ラグ
　１０４３　接地導体
　１０４５　接地感知導線
　１０５０　ボンディングセンサ
　１０５１　信号線
　１０６１，１０６２　片面プリント回路基板（ＰＣＢ）
　１０６５　バネ素子
　１０６８，１０６９　平座金
　１０７０　締め具
　１０７３　バネ接点
　１０７５　キャビネット表面
　１０８０　接地ボンドセンサ
　１０８１　接地ボンド線
　１０８３　インジケータＬＥＤ

【図２ａ】 【図２ｂ】
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